
は　じ　め　に

　２０１２年９月より２０１３年８月までの１年間，ネバダ州立大学リノ校刑事司

法学部にて研究の機会を得た。近時，アメリカの少年司法制度は，少年非

行が減少する一方で少年の成長発達や能力に関する心理学的・精神医学的

研究が進んできたことを背景に厳罰化傾向から転換しつつある，との指摘

がなされている１）。そこで，ネバダ州の少年司法制度を紹介するとともに，

そうした傾向を確認していきたい。

１　ネバダ州少年司法制度の概要

　ネバダ州では，１９０９年，少年裁判所が設置された。現在は，ネバダ州法

典（Nevada Revised Statutes）の「第５編　少年事件の手続（Title ５ Proce-

dure in Juvenile Cases）」（以下，「少年法」という。）に，少年事件に関わる

規定がまとめられている２）。
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ネバダ州少年司法制度にみる
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　１） Sarah Alice Brown, TRENDS IN JUVENILE JUSTICE STATE LEGISLATION 
２００１–２０１１（２０１２）, Neelum  Arya, STATE TRENDS: LEGISLATIVE VICTORIES 
FROM ２００５ TO ２０１０ REMOVING YOUTH FROM THE ADULT CRIMINAL JUS-
TICE SYSTEM（２０１１）.
　こうしたアメリカの少年司法制度の動向は，藤田尚「アメリカ少年司法制度の
新動向──厳罰化からの転換」比較法雑誌４６巻３号１６３頁以下（２０１２）において論
じられている。

　２）　ネバダ州では州と並んでカウンティも少年司法制度運営の責任を有するうえ，
州内が１０の管轄区域に分けられており，各管轄区域により制度の詳細が異なる。
したがって，以下は全般的な概要を述べるものであり，管轄区域により異なる場
合のあることに留意されたい。
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（１）　関 係 機 関

①　少年裁判所

　少年裁判所は地方裁判所の一部と位置づけられている。少年裁判所の裁

判官（以下，「少年係裁判官」という。）は地方裁判所裁判官の中から互選

により選任される３）。

②　厚生福祉事業省子ども・家庭事業局（Division of Child and Family 

Services of the Department of Health and Human Services）

　ネバダ州少年司法制度において少年裁判所とともに重要な役割を果たす

のは厚生福祉事業省子ども・家庭事業局（以下，「子ども・家庭事業局」と

いう。）である。子ども・家庭事業局は児童福祉業務と並んで少年司法業務

も担っており，州立子ども収容施設（state facility for the detention of chil-

dren）を所管している４）。また，局内の少年仮釈放部（Youth Parole 
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　３）　NRS ６２A.１８０（１）; ６２B.０１０（１）（a）, ２（a）（地方裁判所裁判官は選出委員会の推薦
に基づく知事による任命後住民の審査を受ける。）.さらに，少年係裁判官は子ど
もの福祉の分野での経験や関心等に基づいて少年係裁判官補（master of the juve-
nile court）を任命し，証拠調べ，事実認定，勧告の立案等を行わせることがで
きる。NRS ６２A.２１０; ６２B.０２０（１）; ６２B.０３０. 法律上少年係裁判官補の被任命資格は
規定されていないが，例えば，第８地方裁判所規則では，任命に先立ち５年以上
ネバダ州弁護士会の正会員の地位にある者とされている。NEDCR １.４６.

　４）　現在，州立子ども収容施設は，「ネバダ州少年訓練センター（Nevada Youth 
Training Center）」及び「カリエンテ少年センター（Caliente Youth Center）」の
２施設がある。NRS ６２A.３３０（２）. ネバダ州少年訓練センターは定員１１０人の男子少
年用の施設であり，カリエンテ少年センターは女子少年も収容する定員１４０人の
施設である。両者とも塀等を持たずに職員が監督により逃走を防止する施設
（staff - secure facility）である。State of Nevada, Department of Health and 
Human Services, Division of Child and Family Services, ２０１１/２０１２ BIENNIAL 
REPORT（２０１２）at ４０–４１, available at http://www.dcfs.state.nv.us/DCFS_ 
Biennial Reports.htm.
　ネバダ州は，２０００年，重大な非行を行った男子少年及び常習的に非行を行った
男子少年を収容するために，「サミット・ビュー少年矯正センター（Summit 
View Youth Correctional Center）」を建設し，民間事業者に運営を委託したが，こ
の施設は，２００２年，職員による被収容者への性的虐待，被収容者による暴動，経
営上の問題等を理由に閉所された。その後，２００４年に州により施設の運営が再開
されたものの，２０１０年，州の財政上の問題により再び閉所された。 →



Bureau）が施設からの子どもの仮釈放業務を担当し，少年司法プログラム

部（Juvenile Justice Programs Office）が施設収容に代替するプログラムの

策定等を行っている５）。

（２）　少年法の目的

　ネバダ州少年法の目的条項は，「標準少年裁判所法（Standard Juvenile 

Act）」に範を取り６），「（ａ）少年裁判所の管轄の対象となる子どもができる

限り自宅で子どもの福祉並びに本州の最善の利益に資する保護，指導及び

監督を受ける。（ｂ）少年裁判所は，子どもが親の監護から引き離されると

きは，子どものために，できる限り親によって子どもに与えられるべきも
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　ところで，２００１年１２月以降，合衆国司法省が「施設入所者公民権法（Civil 
Rights of Institutionalized Persons Act）」及び「１９９４年暴力犯罪取締り及び法執行
法（Violent Crime Control and Law Enforcement Law）に基づいてネバダ州少年
訓練センターの収容状況調査を実施し，翌年１１月，調査結果を公表した。その中
で，職員による少年への暴行，不当な保護室への収容，不服申立制度の不備等の
問題点が指摘された。ネバダ州は，２００４年，指摘された問題の解決のために制止
等の措置の要件，保護室への収容の要件，施設内調査係による制止等の措置の調
査，不服申立制度及び職員の研修等を定めた規則の策定とその遵守並びに改善状
況に関する四半期ごとの報告書の提出を約した合意書を，合衆国との間で締結し
た。司法省は，２００８年，ネバダ州が合意を遵守してネバダ州少年訓練センターに
おける処遇を改善したと判断し，監督を終了した。この間の経緯については State 
of Nevada, Department of Health and Human Services, Division of Child and Fam-
ily Services, ２００７/２００８ BIENNIAL REPORT（２００８）at ４２, http://www.justice. 
gov/crt/about/spl/documents/nevadayouthmou.pdf#search='investigation+of+ 
nevada+youth+training+center+civil+rig available at http://www.dcfs.state.nv.us/ 
Reports/DCFS_New Biennial_Report_２００７-２００８.pdfを，合意書については
http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/nevadayouthmou.pdf#earch= 
'Memorandum+of+Understanding+by+and+between+the+United+States+and+the+
State+of+Nevada+％２８２００４％２９'を参照。

　５）　２０１１/２０１２ BIENNIAL REPORT, supra note ４, at ４２, ４９.
　６）　現在，アメリカにおいて最も一般的な少年法の目的条項は，公共の安全，被
害者に対する責任及び少年の成長発達という３つの目的のバランスのとれた修復
的司法の要素を取り入れたものとされている。Dep. of Justice, Howard N. Snyder 
& Melissa Sickmund, JUVENILE OFFENDERS AND VICTIMS: ２００６ NATIONAL 
REPORT（２００６）, at ９８（hereinafter ２００６ NATIONAL REPORT）.

→
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のと同等の水準の保護を確保しなければならない」と定めている７）。

（３）　少年裁判所の管轄

　少年法上子ども（child）は１８歳に満たない者をいう８）。少年裁判所は主と

して①非行を行った子ども（delinquent child），②監督を要する子ども

（child in need of supervision）に関する管轄を有する９）。非行とは，①カウ

ンティまたは地方自治体の条例に違反する行為１０），②法規に違反する行為，

③州法の下で犯罪とされる行為をいう１１）。監督を要するとは，①怠学，②

親の合理的かつ適法な指導に服さず監督困難であること，③家庭等に寄り

付かないこと等をいう１２）。

　もっとも，①１６歳以上の者による殺人罪１３），②重罪（felony）非行歴のあ

る１６歳以上の者による暴行又は強制力を用いた性犯罪，③重罪非行歴のあ

る１６歳以上の者による銃器を用いた犯罪等は，少年法によりあらかじめ少

年裁判所の管轄から除外されている１４）。また，刑事裁判所における有罪判

決歴のある者も少年裁判所の管轄から除外されている１５）。
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　７）　NRS ６２A.３６０（１）. 少年法の目的条項にいう「本州の最善の利益」とは，公共の
安全及び社会統制であると解されている。In re Seven Minors, ９９ Nev. ４２７, ４３１, 
６６４ P.２d ９４７, ９５０（１９８３）; In re William S., １２２ Nev. ４３２，４３８, １３２ P.３d １０１５, １０１９
（２００６）.
　８）　NRS ６２A.０３０（１）（a）. 下限は特に定められていない。少年裁判所は原則として
少年が２１歳に達するまで管轄を留保することができる。NRS ６２B.４１０（２）.

　９）　NRS ６２B.３３０（１）; ６２B.３２０（１）.
 １０）　但し，夜間外出の禁止を定めたカウンティ又は地方自治体の条例その他の一
部の条例に違反する行為は，非行行為ではなくて要監督行為に定義される。NRS 
６２B.３２０（１）（f）–（g）.

 １１）　NRS ６２B.３３０（２）.
 １２）　NRS ６２B.３２０（１）.
 １３）　A.B. ２０２, ２０１３ Gen. Sess.（Nevada ２０１３）. ２０１４年１０月１日施行予定。下限年齢
が定められておらず刑法上の刑事責任年齢である８歳以上であれば刑事処分が可
能であったものが，改正された。

 １４）　NRS ６２B.３３０（３）（a）–（e）.
 １５）　NRS ６２B.３３０（３）（f）. 一度成人としての刑事手続を受けるための適格性を認めら
れ刑事裁判所に移送されて有罪判決を下されたならば，それ以降の行為について →



（４）　少年事件の手続

①　身柄拘束

　治安官（peace officer）又は保護観察官（probation officer）は非行若しく

は要監督行為を行った子どもの身柄を拘束することができる１６）。子どもは

原則として保護者等の下へ釈放されなければならない１７）。少年裁判所は勾

留に代えて自宅での謹慎を命じることができる１８）。子どもは，釈放されな

いときは，少年裁判所による勾留質問を受ける。勾留質問の時期は子ども

が収容されている施設により異なるが，施設での身柄拘束の開始から土曜

日，日曜日及び休日を除いて７２時間以内に行われる１９）。子どもは勾留質問

までの間に精神衛生サービスを受ける必要性の有無及びアルコール又は薬

物依存の有無について鑑定を受ける２０）。子どもは自傷他害または逃亡のお
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は全て成人として刑事裁判所で審理されることを定めた，いわゆる once adult, 
always adult規定である。

 １６）　NRS ６２C.０１０（１）. 非行が軽微な交通事件の場合の子どもの身柄の拘束について
は後述。
　２０１０年の逮捕率（１０歳以上１８歳未満の者１０万人当たりの逮捕数。以下同じ。）
をみると，暴力犯を理由とする逮捕率は３００件（全国平均２２５件），財産犯を理由と
する逮捕率は１，４９２件（全国平均１，０８４件）である。Charles Puzzanchera, JUVE-
NILE ARRESTS ２０１０, at ２１–２２, available at http://www.ojjdp.gov/pubs/ 
２４２７００.pdf. ネバダ州は全国平均と比較して財産犯の逮捕率が高い一方，暴力犯
の逮捕率は低い傾向にあったが，２００８年以降暴力犯の逮捕率が全国平均を上回っ
ている。また，２００８年の薬物犯を理由とする逮捕率は６１８件（全国平均５６０件），
銃器関連犯罪（不法所持等）を理由とする逮捕率は１５９件（全国平均１２１件）であ
る。Charles Puzzanchera, JUVENILE ARRESTS ２００８, at １１, available at 
http://www.ncjrs.gov/pdffiles１/ojjdp/２２８４７９.pdf.

 １７）　治安官等は，子どもの身柄拘束後，不要な遅滞なく，子どもの身柄を拘束し
た旨を保護者に通知しなければならない。NRS ６２C.０１０（２）（a）.

 １８）　このとき電子的に監視することができ，GPS機能の付いた装置を足首に装着
する方法が用いられている。NRS ６２C.０１０（３）（b）（３）; Nevada Judiciary, ２０１２ 
ANNUAL REPORT（２０１２）at １８.

 １９）　NRS ６２C.０４０（１）（d）. 子どもが成人と接触する可能性のある施設で身柄を拘束
されているときは，子どもが勾留質問請求書を提出した時又は当該施設に収容さ
れた時から土曜日，日曜日及び休日を除いて２４時間以内に行われる。NRS 
６２C.０４０（１）（a）–（c）.

 ２０）　NRS ６２C.０３５.

→
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そがある場合等を除き勾留されてはならない２１）。勾留される場合，原則と

して警察署留置場（lockup），拘置所（jail）又は刑務所等の成人収容施設で

の勾留を禁じられる２２）。

②　取調べ

　治安官は，子どもを取り調べるに先立ち，権利及び供述が少年裁判所に

おける審判または刑事裁判所における公判において用いられ得る旨を告知

するよう求められている２３）。取調べには保護者を立ち会わせることが望ま

しいとされ，特に年少の子どもの事件では保護者の立会いの下で取調べを

行うよう注意すべきことが求められている２４）。

③　保護観察官による告発の処理

　子どもが非行又は要監督行為を行ったと申し立てる告発（complaint）は

保護観察官に回付される。保護観察官は調査を行い，子ども又は公共の最

善の利益のために少年裁判所への申立て（petition）が必要であると判断し

たときは，検察官（district attorney）にその旨を勧告する２５）。
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 ２１）　NRS ６２C.０３０（２）. ２０１１年の１０歳以上１８歳未満の者１０万人当たりの勾留人員は７５
人（全国平均６１人）である。Easy Access to the Census of Juveniles in Residen-
tial Placement: １９９７–２０１１, available at http://www.ojjdp.gov/ojstatbb/ezacjrb.

 ２２）　非行を行った疑いのある子どもについては，他の施設を利用することができ
ないときは，成人との分離を条件に本文に挙げた施設に勾留することが許される。
NRS ６２C.０３０（３）.

 ２３）　Marvin v. State, ９５ Nev. ８３６, ８３９–４０ n.４, ６０３ P.２d １０５６, １０５８ n.４（１９７９）; 
Quiriconi v. State, ９６ Nev. ７６６, ７７１, ６１６ P.２d １１１１, １１１４（１９８０）.

 ２４）　Ibid. もっとも，前掲注１７）で述べたとおり，子どもの身柄拘束後，保護者へ
のその旨の通知が要求されているものの，法律上保護者に子どもの取調べに立ち
会う権利を認めた規定はなく，憲法上も子どもの取調べへの保護者の立会いは要
求されていないと解されており，保護者への通知及び立会いなしに子どもを取り
調べることは禁じられていない。Mark Michael Ford v. State, １２２ Nev. ７９６, ８０２, 
８０３ n.８, １３８ P.３d ５００, ５０４, ５０５ n.８（２００６）. そのため，治安官が保護者への通知の
要求を満たさなかった場合であっても，そのことのみを理由に子どもの供述の任
意性が否定されることはなく，事情の総合により任意性を判断する際の１つの要
素と位置づけられるにすぎない。Elvik v. State, １１４ Nev. ８８３, ８９１, ９６５ P.２d ２８１, 
２８６（１９９８）; Mark Michael Ford, １２２ Nev. at ８０２, １３８ P.３d at ５０４.

 ２５）　NRS ６２C.１００（１）–（２）. 保護観察官は，検察官に申立書の提出を勧告しないとき →



　一方，保護観察官は，少年が告発された行為を認めているときは，弁護

人による助言（弁護人がないときは親の同意）を受けた子どもの同意を得

て２６），１８０日を超えない期間，保護観察官の非公式の監督（informal super-

vision）に付すことにより，子どもを正式な手続からダイバートすること

もできる２７）。

④　検察官による事件処理

　検察官は，保護観察官の勧告を受けて，少年裁判所に審判の申立てを行

うか否かを決定する２８）。申立ては，審判に付すべき事由，子どもの氏名，

生年月日及び住居，親の氏名及び住居，身柄拘束の有無並びに身柄を拘束

されているときはその場所及び日時を記載した申立書を少年裁判所に提出
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は，検察官による告発の審査を請求する権利を告発人に告知する。NRS ６２C.１００
（３）.
 ２６）　告発された行為が一定の重大な行為であるときは，さらに検察官の書面によ
る承認を要する。NRS ６２C.２００（１）（b）.

 ２７）　NRS ６２C.１００（１）（b）,（２）–（３）. 保護観察官による非公式の監督中，社会貢献活
動（community service（公的サービス，公共事業における作業，地域のための作
業等をいう。NRS ６２A.０６０（２）.）や被害者への弁償等を少年に行わせることがで
きる。NRS ６２C.２１０（１）. 検察官は，保護観察官による非公式の監督が不良に終
わったときは，少年裁判所に申立てを行うことができ，このとき子どもは被告発
行為の承認を取り消すことができる。NRS ６２C.２００（６）.

 ２８）　NRS ６２C.１００（２）. 検察官は申立てに当たり保護観察官からの勧告を受けるが，
申立て権限を有するのは検察官であり，その判断が最終的なものである。６２C.１００
（５）.検察官は，保護観察官から申立書の提出勧告を受けなかった告発について告
発人から審査請求を受けたときは，告発を審査し保護観察官と協議した後，少年
裁判所に申立てを行うこともできる。NRS ６２C.１００（４）.
　２００９年に処理された事件数は２６，４７４件（非行事件１９，４３７件，要監督事件７，０３７
件）であり，うち申立てがなされたものは７，７７１件（非行事件７，２６９件，要監督事
件５０２件，全体の申立率２９．４％，非行事件の申立率３７．３％，要監督事件の申立率
７．１％）であった。Charles Puzzanchera, Benjamin Adams & Sarah Hockenberry, 
JUVENILE COURT STATISTICS ２００９, at １１８, available at http://www.ojjdp.gov/ 
pubs/２３９１１４.pdf#search='Juvenile+Court+Statistics+２００９'. また，２０１２年の交通事
件を除く少年裁判所への申立件数は９，５３０件（非行事件９，２８２件，要監督事件２４８
件）となっている。Nevada Judiciary, ２０１２ ANNUAL REPORT APPENDIX
（２０１２）, at ２１.

→
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することにより行う２９）。

⑤　少年裁判所による事件の処理

　ア　手続の原則

　少年裁判所における手続の性質は刑事手続ではなく３０），陪審によらず少

年係裁判官により非形式的な方式で行われる３１）。全ての手続は原則として

公開される３２）。

　イ　少年の権利

　子どもは，少年裁判所における手続のすべての段階において弁護人によっ

て代理される権利を有し，その権利は少年裁判所によって告知される３３）。
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 ２９）　NRS ６２C.１１０（１）–（３）. 子どもが勾留されているときは，子どもは，審判に付す
べき事由が銃器関連犯罪に当たる行為である場合を除き，検察官が告発が保護観
察官に回付されてから４日以内（検察官によって正当な理由が証明されたときは，
少年裁判所によりさらに４日の延長が認められる。）に少年裁判所に申立てを行
わないときは，釈放されなければならない。NRS ６２C.１００（６）.

 ３０）　NRS ６２D.０１０（１）（a）. もっとも，犯罪を理由に少年裁判所に申し立てられ手続
を進められたときは，刑事訴追が禁じられる。NRS ６２D.０２０（１）.

 ３１）　NRS ６２D.０１０（１）（c）–（d）.
 ３２）　ネバダ州は，２００５年の時点で全ての手続を原則として公開している１４法域の１
つである。２００６ NATIONAL REPORT, supra note ６, at １０８. もっとも，少年裁判所
は，子ども又は公共の最善の利益のために手続の一部又は全部を非公開とするこ
とができる。この場合でも，少年裁判所は事件に直接利害関係を有する者に傍聴
を許可でき，この中には被害者等が含まれる。NRS ６２D.０１０（２）.

 ３３）　NRS ６２D.０３０（１）. 子どもの保護者は，貧困を理由に，子どものために，少年裁
判所に弁護人の選任を請求することができる（なお，保護者も弁護士によって代
理される権利を有する。NRS ６２D.１００（１）.）。弁護人選任請求は刑事事件における
と同様の手続に従い，弁護人を選任できない旨及び貧困を示す事実を記した書面
を提出したうえで，少年係裁判官に口頭で行う。少年係裁判官は原則として公選
弁護人を選任する。NRS １７１.１８８（１）–（３）. 少年裁判所は，保護者が子どものために
弁護人を選任しないときは，弁護人を選任しなければならない。NRS ６２D.０３０（３）.
　２００７年，州最高裁判所は，貧困者の弁護のあり方を検討するため，「貧困者弁護
委員会（Commission on Indigent Defense）」を設置し，翌年，「ネバダ州貧困者
弁護実務基準（Nevada Indigent Defense Standards of Performance）」を採択した
（２００９年４月１日より施行）。少年非行事件の弁護に関する基準も含まれており，
特に成人裁判所への移送手続はその結果の重大性から重要な手続と考えられてお
り，この手続における弁護人は刑事陪審裁判での弁護経験を２回以上有する弁護 →



もっとも，子どもは，熟知して，聡明に，かつ任意に，弁護人によって代

理される権利を放棄することができる３４）。

　ウ　審判

　少年裁判所は初回聴聞（first appearance）において子どもに対して権利及

び申立書記載の審判に付すべき事由を告げ，これについて陳述する機会を

与える３５）。少年裁判所は，子どもが審判に付すべき事由を否認したときは，

事実に関する聴聞を行わなければならない３６）。

　少年裁判所は問題を解決するのに有用で，証拠能力，重要性及び関連性

のある全ての証拠を採用することができる３７）。証拠の証明力は少年裁判所
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士であるべきこと，そうでないときは，刑事陪審裁判での弁護経験を有する弁護
士と共同で弁護するよう勧告している。ADKT４１１ Order, Exhibit A, ５５（２００８）, 
available at http://www.nevadajudiciary.us/index.php/viewdocumentsandforms/　
func-startdown/６９/. 
　依頼人の能力ある協力がなければ有効な弁護ができずに弁護人の援助を受ける
権利は無意味となるため，手続の適正及び公正が少年の審判能力を要求する。そ
のため，少年裁判所は，子どもが手続の性質を理解して弁護人と有効に協議する
能力を有しないときは，手続を進めることができない。In the Matter of Two 
Minor Children, ９５ Nev. ２２５, ２３０–２３１, ５９２ P.２d １６６, １６９（１９７９）.
　子どもが弁護人によって代理される一方で，検察官が，少年裁判所における手
続のすべての段階において申立人を代理する。NRS ６２C.１１０（１）; ６２D.０３０（２）.

 ３４）　NRS ６２D.０３０（４）.
 ３５）　NRS ６２D.０４０（１）. 少年裁判所は，子どもが非行事実を争わないときは，子ども
を保護観察官による非公式の監督に付すことができ，子どもが監督の条件を遵守
してその期間を終了したときは，申立てを棄却することができる。NRS ６２C.２００
（７）; ６２C.２３０（１）（a）. また，少年裁判所は，保護観察官による勧告，検察官並びに
子ども及びその保護者の書面による同意があるときは，同意判決（consent 
decree）により子どもを少年裁判所の監督に付すことができ，子どもが判決の条
件を遵守してその期間を終了したときは，申立てを棄却することができる。NRS 
６２C.２３０（１）（b）,（２）.

 ３６）　NRS ６２D.０４０（２）.
 ３７）　NRS ６２D.４２０（１）（a）. したがって，少年裁判所は書面を証拠として採用するこ
ともできるが，その場合には，当事者及びその弁護人に，書面を検討し，可能な
場合には書面を作成した者を反対尋問する機会を付与しなければならない。NRS 
６２D.４２０（２）.

→
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の自由な判断に委ねられる３８）。子どもが非行少年であると申し立てられて

いるときは，非行事実は合理的疑いを超えて証明されなければならない３９）。

　少年裁判所は，非行事実の証明がないときは申立てを棄却し，子どもが

施設に収容されているときはその釈放を命じなければならない４０）。非行事

実の証明があったときは適当な処分をしなければならない４１）。少年裁判所

は原則として申立の日から６０日以内に事件の最終処分を決定しなければな

らない４２）。

⑥　処分

　少年裁判所が利用できる処分は多岐にわたるとともに，合わせて言い渡

すことが可能である４３）。

　ア　適当な者への委託

　少年裁判所は適当な条件を付す又は電子的に監視するなどしながら子ど
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 ３８）　NRS ６２D.４２０（１）（b）.
 ３９）　NRS ６２D.０４０（４）. 要監督事実は証拠の優越により認定されれば足りる。NRS 
６２D.０４０（３）.

 ４０）　NRS ６２D.０４０（５）.
 ４１）　NRS ６２D.０４０（６）. ２０１２年の交通事件を除く少年事件（非行事件及び要監督事
件。）の処理件数は１１，７５１件（非行事件１１，４８６件，要監督事件２６５件）であり，う
ち正式に審判を開いたもの２，３０５件（２０．０％），正式に審判を開かずに処理したも
の６，７３８件（５７．４％），棄 却２，７０８件（２３．０％）で あ っ た。２０１２ ANNUAL 
REPORT APPENDIX, supra note ２８, at ２１. 交通事件については後述。

 ４２）　NRS ６２D.３１０（１）. 子どもの迅速な裁判を受ける権利は憲法上の権利として認め
られている。Piland v. Clark County Juvenile Court, ８５ Nev. ４８９, ４９１–４９２, ４５７ P.２d 
５２３, ５２４–５２５（１９６９）. 迅速な裁判を受ける権利が侵害されたか否かは，①遅延の
程度，②遅延の理由，③非行事実の性質，④身柄拘束の有無，⑤防御権行使への
影響の有無によって判断される。In the Matter of Eric L., １２３ Nev. ２６, ２９–３０, １５３ 
P.３d ３２, ３４–３５（２００７）. もっとも，少年裁判所は非行事実の重大性や被害者への影
響等を考慮して最終処分の決定を延期することができる。但し，申立の日から１
年を超えて延期することはできない。NRS ６２D.３１０（２）–（３）.

 ４３）　少年裁判所は，適当な処分を決定するに当たり，子どもの行為が銃器の使用
又は被害者に対する暴力の行使を伴うものであったか否かを考慮しなければなら
ず，行為がそのようなものであったときは，その旨の認定をしたうえで，子ども
収容施設への収容その他，処罰的（punitive）措置を取ることができる。NRS 
６２E.６７０.



もを適当な者に委託して子どもの自宅等で監督させることができる４４）。

　イ　保護団体への委託

　少年裁判所は，厚生福祉事業省により認可された，子どもの保護を行う

公的又は私的な団体等に子どもを委託することができる４５）。

　ウ　成人監督者が同居しない住居での監督

　少年裁判所は，子どもが１６歳以上であるときは，成人監督者のいない住

居に居住させ，少年裁判所の厳格な監督（strict supervision）の下に置くこ

とができる４６）。

　エ　社会貢献活動の実施

　少年裁判所は子どもに社会貢献活動の実施を命じることができる。この

命令を言い渡された者は，公共事業を行う公的団体や社会貢献活動を行う

非営利団体の監督の下で，落書き消去等の社会貢献活動を行う４７）。

　オ　認知療法プログラム等の受講

　少年裁判所は，子どもに非行認定歴がなく，非行が被害者に対する暴力

の行使を伴わないものであるときは，認知療法プログラム，人間開発プロ

グラム，芸術プログラム又は健康増進若しくはスポーツプログラムへの参

加を命じることができる４８）。

　カ　運転免許の停止

　少年裁判所は，子どもが運転免許を取得しているときは９０日以上２年未

満の間でその停止を，取得していないときは命令の日または免許取得資格
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 ４４）　NRS ６２E.１１０（１）（a）, ２（a）–（b）.
 ４５）　NRS ６２E.１１０（１）（b）,（３）.
 ４６）　NRS ６２E.１４０.
 ４７）　NRS ６２E.１９０（１）.
 ４８）　NRS ６２E.２１０（１）. 認知療法プログラム・人間開発プログラムは，怒りのコン
トロール，コミュニケーションスキル，問題解決・紛争解決のスキル，家庭での
コミュニケーションのあり方を含む家族関係の問題，就職や経済的安定といった
問題について教育・指導するプログラムである。NRS ６２E.２２０（１）. 芸術プログラ
ムは，絵画，写真，執筆活動，音楽，ダンス，演劇等の創造的又は芸術的表現に
関わる活動を行うプログラムである。NRS ６２E.２４０（２）.
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を得たときから９０日以上２年未満の間でその取得の禁止を命じることがで

きる４９）。

　キ　罰金

　少年裁判所は子どもに罰金を課すことができる５０）。

　ク　受診・治療等

　少年裁判所は，医師の診察を受け，精神科治療を含む治療又は心理療法

等を受けるよう，子どもに命じることができる５１）。

　ケ　アルコール又は薬物依存鑑定

　少年裁判所は，アルコール若しくは薬物の影響下での自動車の運転に関

わる罪，アルコール関連犯罪又は薬物関連犯罪に当たる非行を認定された

子どもに，アルコール又は薬物依存鑑定を受けるよう命じ，鑑定人からの

検査結果の報告及び治療に関する勧告を受けて，治療を受けるよう子ども

に命じなければならない５２）。

　コ　損害賠償命令

　少年裁判所は，非行を行ったと認定された子どもに，被害者への損害賠

償を命じることができる５３）。少年裁判所は，子どもが１４歳以上であり，被

害者に対する暴力の行使を伴う非行の認定歴を持たないときは，子どもの

同意を得て，労働を通じた損害賠償プログラム（program of restitution 

through work）へ参加させることもできる５４）。

　サ　保護観察

　少年裁判所は子どもを保護観察官による監督に付すことができる５５）。
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 ４９）　NRS ６２E.２５０; ６２E.４３０; ６２E.６３０; ６２E.６４０; ６２E.６５０; ６２E.６９０.
 ５０）　NRS ６２E.４３０; ６２E.６８５; ６２E.７００; ６２E.７３０.
 ５１）　NRS ６２E.２８０（１）.
 ５２）　NRS ６２E.６２０（１）; ６２E.６２０（６）.
 ５３）　NRS ６２E.５５０（１）.
 ５４）　NRS ６２E.６００（１）. 子どもは公的機関又は民間の雇用主の下で働き，給与のうち
一定額が損害賠償の支払いに当てられる。NRS ６２E.５８０（１）（b）（２）.

 ５５）　NRS ６２E.６８５（５）; ６２E.７００（１）（e）. 保護観察処分の中には，子ども収容施設への
送致を減少させることを狙いとした，通常の保護観察よりも指導監督を強化した →



　シ　子ども・家庭事業局への送致

　少年裁判所は，非行を行ったと認定された子どもが８歳以上１２歳未満で

矯正若しくは教育団体への委託が必要であると判断したとき，または，子

どもが１２歳以上であり，矯正若しくは教育施設に委託して精神衛生サービ

スを受けさせる必要があると判断したときは，子どもを，子ども・家庭事

業局へ送致することができる５６）。

　ス　子ども収容施設への送致

　少年裁判所は，非行を行ったと認定された子どもに子ども収容施設への

送致・収容処分を課すことができる５７）。収容期間は不定期である。子ども

収容施設では，就業に適する力及び施設からの釈放後に有意義な生活を送

ることができる力を子どもに身に付けさせることを目的に指導が行われる５８）。
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特別観察プログラム（Special Supervision Program）がある。NRS ６２G.４００; 
６２G.４１０（２）.

 ５６）　NRS ６２E.５２０（１）. 子ども・家庭事業局は，必要に応じて子どもを団体若しくは
施設に委託又は送致することができるが，１２歳未満の子どもを州立子ども収容施
設に送致することはできない。NRS ６３.４４０（１）.

 ５７）　NRS ６２E.５１０. 監督を要する子どもには州立その他の子ども収容施設への送致
処分を課すことはできない。NRS ６２E.４２０.
　州内にはカウンティ等が運営する州立以外の子ども収容施設もあり，施設送致
処分ではそれら施設も利用される。NRS ６２A.１９０; ６２A.２８０. 州立子ども収容施設
には１２歳未満の者を送致することはできない。NRS ６２E.５１０（１）.
　施設送致処分を課す際，少年裁判所は，子どもの経歴をまとめた記録を子ども
収容施設の長に送付しなければならない。NRS ６３.４００（３）.
　ネバダ州における施設収容状況をみると，次のような特徴がある。第一に，収
容率が高い。２０１１年の１０歳以上１８歳未満の者１０万人当たりの施設収容人員は１７０
人（全国平均１３４人）である。Easy Access, supra note ２１.　第二に，薬物関連非
行の構成比が高い。２０１１年に施設に収容されている者のうち薬物関連非行を理由
とする者の割合は２０％（全国平均７％）である。
　州最高裁判所は，現在，「州少年司法改革委員会（Commission on Statewide 
Juvenile Justice Reform）」を設置し，特に施設収容処分のあり方を検討している。
http://www.nevadajudiciary.us/index.php/commission-on-statewide-juvenile-
justice-reform, ２０１２ ANNUAL REPORT, supra note １８, at １６.

 ５８）　NRS ６３.２３０. 州立子ども収容施設では，認知行動プログラム，カウンセリング
等を通じた指導や職業補導が行われている。職業補導の種目には，調理，コン →

→
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施設の長は，一般の子どもに適用される教育に関する法を実施するための

措置を講ずる義務を負い，できる限り一般の初等及び高等教育課程に等し

い教育課程を備えた教育指導部を設置しなければならないとされている５９）。

⑦　軽微な交通事件の処理

　治安官は，軽罪に当たる交通違反行為を行った子どもが書面により裁判

所への出頭に同意したときは，子どもの身柄を拘束することができず，出

廷通告を交付しなければならない６０）。

　少年裁判所は，子どもが軽微な交通犯罪６１）で告発されているときは，子

どもの最善の利益のために，事件及び記録を簡易裁判所（Justice Court）６２）

又は市裁判所（Municipal Court）６３）に移送することができる６４）。子どもは，

いずれの裁判所で審理されても，罰金，運転免許の停止，交通安全講習

（traffic survival course）の受講，保護観察処分を課され得る６５）。
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ピュータ技術，溶接，園芸等がある。２０１１/２０１２ BIENNIAL REPORT, supra note 
４, at ４０–４１.

 ５９）　NRS ６３.２１０（１）. ネバダ州少年訓練センターには認可を受けた高等学校の課程が
あり，カリエンテ少年センターでは施設の所在する学区により高等学校の課程が
提供されている。２０１１/２０１２ BIENNIAL REPORT, supra note ４, at ４０–４１. また，施
設の長は，学校委員会（Board of Trustees of the County School District）の同意
を得て，可能であれば，子どもを学区の公立校に通学させることができる。NRS 
６３.２１０（３）.

 ６０）　NRS ６２C.０７０.
 ６１）　人を死亡させた又は重罪とされている行為等を除く。NRS ６２A.２２０.
 ６２）　訴額が少額の民事事件及び軽罪の刑事事件の管轄を有する。NRS ４.３７０（１）,
（３）.
 ６３）　各自治体の条例違反に関わる民事事件及び軽罪の刑事事件の管轄を有する。
NRS ５.０５０（１）–（２）.

 ６４）　NRS ６２B.３８０（１）. 少年裁判所が管轄を留保するときは，少年係裁判官補が事件
を担当することが多い。２０１２ ANNUAL REPORT, supra note １８, at ３５. なお，事件
の移送を受けた裁判所は，少年裁判所の同意を得て，事件を少年裁判所に再移送
することができる。NRS ６２B.３８０（３）. ２０１２年の交通事件数は６，２９１件であり，うち
３，１３８件が簡易裁判所において，６２２件が市裁判所において処理された。２０１２ 
ANNUAL REPORT APPENDIX, supra note ２８, at ５７.

 ６５）　NRS ６２E.７００（１）.

→



⑧　性犯罪関連事件の処理

　性犯罪関連事件については，子ども期から性犯罪を繰り返す者が多いこ

とに鑑み，特別の手続及び処分が定められている６６）。

　検察官は，少年裁判所に子どもによる性犯罪について申立てを行ったと

きは，権利について被害者やその保護者に通知しなければならない６７）。

　少年裁判所は，子どもについて第１級若しくは第２級の略取・誘拐，監

禁又は住居侵入等に当たる行為を認定したときは，検察官の請求により，

その行為が性的動機で行われたか否かを判断するための特別の審判を開始

しなければならない６８）。少年裁判所は，子どもが性犯罪に当たるまたは性

的動機による非行を行ったと認定したときは，①保護観察官又は仮釈放官

（parole officer）による３年以上の監督に付し，②被害者と同じ学校への子

どもの通学を原則として禁止する等の措置を取らなければならない６９）。ま

た，少年裁判所は，１４歳以上の子どもについて性犯罪に当たる行為を認定

したときは，州の犯歴記録制度（Central Repository）に登録しなければな

らない７０）。
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 ６６）　NRS ６２H.３００（１）.
 ６７）　NRS ６２C.１２０（１）.
 ６８）　NRS ６２F.０１０（１）.
 ６９）　NRS ６２F.１１０（１）. 保護観察官又は仮釈放官は，子どもが居住する学区の学区長
等に，子どもが性犯罪に当たる又は性的動機による非行を行ったと認定された旨
を通知しなければならない。NRS ６２F.１２０（１）.

 ７０）　NRS ６２F.２２０（１）（a）. 一方で，少年裁判所は，犯歴記録制度への登録並びに通
知の対象となった旨を，子ども及び保護者に通知しなければならない。NRS 
６２F.２２０（１）（b）. 少年が犯歴記録制度への登録及び通知の対象となっている限り，
少年事件記録は非開示とされない。NRS ６２F.２６０.
　犯歴記録制度への登録は，合衆国の「性虐待者登録・通知法（Sex Offender 
Registration and Notification Act（SORNA））」を含む「アダム・ ウォルシュ児童
保護安全法（Adam Walsh Child Protection and Safety Act）」に従って法制化され
た。SORNAは，各法域に対して，一定の性犯罪で有罪認定された者の登録及び
地域への通知等を法制化するよう要求しており，登録及び通知の対象に少年を含
んでいた。ネバダ州は，SORNAの要求に従わないことによる合衆国政府からの
補助金削減を回避するために，２００７年，A.B. ５７９を可決し，一定の性犯罪を行っ
たと認定された行為時１４歳以上の者を登録及び通知の対象とした。この改正法の →
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⑨　薬物関連犯罪への取組み

　ネバダ州では，１９９５年にクラーク・カウンティを管轄する第８地方裁判

所が少年のためのドラッグコート（以下，「少年ドラッグコート」という。）

の運用を開始し７１），２０１２年現在，州内に６の少年ドラッグコートがある。

　例えば，ワシュー・カウンティを管轄する第２地方裁判所は，司法によ

る監督とともにセラピーや治療的介入を通じて少年のアルコール・薬物依

存（以下，単に「薬物依存」という。）及び非行を減少させることを任務と

する少年ドラッグコートを設置している７２）。少年ドラッグコートは少年係

裁判官をはじめとして，保護観察官，公選弁護人，検察官，カウンセリン

グの提供等の委託を受けた機関の代表者，学区長，カウンティ少年事業部
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合憲性が問われたが，州最高裁判所は，２０１３年，合憲との判断を示した。State v. 
Eighth Judicial Dist. Court, ３０６ P.３d ３６９, １２９ Nev. Adv. Rep. ５２（２０１３）. もっとも，
州最高裁は，少年の性犯罪者を登録及び地域への通知の対象とする制度がコスト
がかかる一方で犯罪の防止にとって有効ではないとの研究結果や，A.B. ５７９可決
後に，合衆国司法長官が，その裁量権を行使して，登録された少年性犯罪者の地
域への通知までは要求しないとしたことに鑑み，州議会に対して，A.B. ５７９及び
少年性犯罪者へのその適用の見直しを勧告していることが注目される。Id., ３０６ 
P.３d at ３８９–３９０, １２９ Nev. Adv. Rep. at ６２–６６.
　性犯罪等に係る特別の手続の一方で，法律上性犯罪関連事件の防止のための取
組みが求められている。子ども・家庭事業局は，少年裁判所，保護観察所及び少
年矯正部（Youth Correctional Service）から，性犯罪に当たる非行を行ったと認
定された子どもの氏名，年齢，処分の内容等を含めた情報を収集し，厚生福祉事
業省の長に提供する。厚生福祉事業省の長は，少年の再非行に関する統計を取り，
処遇の効果を評価し，その結果を州議会に報告しなければならない。NRS 
６２H.２１０; ６２H.２２０（１）–（２）; ６２H.３２０（１）,（２）（a）.

 ７１）　ネバダ州における少年ドラッグコートの取組みは全国的にも先駆的である。
US Dept. of Justice, Office of Juvenile Justice Programs, Drug Courts Program 
Office & American University, Drug Court Clearinghouse & Technical Assistance 
Project, Juvenile Drug Courts, ５（４）Juvenile and Family Justice Today １２（１９９７）, 
２０１２ ANNUAL REPORT, supra note １８, at ２３.

 ７２）　State of Nevada, Second Judicial District Court, Specialty Courts Division, 
JUVENILE DRUG COURT POLICIES AND PROCEDURES, at ４, available at 
http://www.washoecourts.com/specialtycourts/pdf/jdc/JDC_Policies_Procedure. 
pdf#search='Juvenile+Drug+Court+Policies+and+Procedures％２C+nevada’.

→



（Juvenile Service）心理職員によるチームを構成している。少年ドラッグ

コート・プログラムの対象となるのは，性犯罪及び暴力犯罪を行った者を

除き，薬物依存問題を抱えていることが明らかとなった１４歳以上１８歳未満

の者である７３）。通常は，保護観察処分の１条件として少年ドラッグコー

ト・プログラムに付される７４）。少年ドラッグコート・プログラムは４つの

段階から成り，期間は最低９か月である７５）。この間，少年は，少年ドラッ

グコートへの定期的出頭，保護観察官との面接，薬物検査，カウンセリン

グ等の治療的プログラムへの参加，被害者への弁償等を行わなければなら

ない７６）。プログラム内で付された条件を遵守しなかったときは，施設収容

処分等を課される７７）。

⑩　刑事裁判所への移送

　ア　少年裁判所の裁量による移送

　検察官は，子どもが行為時１３歳以上で殺人罪に当たる罪の事件７８），また

は，１４歳以上で重罪に当たる罪の事件について，子どもを刑事手続のため

に成人として適格であるとして，成人によって行われた場合にその犯罪を

審理する管轄を有する裁判所（以下，「刑事裁判所」という。）に移送する
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 ７３）　Id., at ８.
 ７４）　State of Nevada, Second Judicial District Court, Specialty Courts Division, Juve-
nile Drug Court Overview, available at http://www.washoecourts.com/specialty_ 
courts/PDF/JDC/JDC_overview.pdf.

 ７５）　JUVENILE DRUG COURT POLICIES AND PROCEDURES, supra note ７２, at 
４, ６–８. プログラムの平均終了期間は１２か月となっている。Juvenile Drug Court 
Overview, supra note ７４.

 ７６）　JUVENILE DRUG COURT POLICIES AND PROCEDURES, supra note ７２, at 
６–９.

 ７７）　Id., at １４–１５. 第２地方裁判所の管轄ではないが，２０００年に開設された「ネバ
ダ州西部地区少年センター（Western Nevada Regional Youth Center）」など，特
に薬物依存問題を抱える少年を収容し，カウンセリングやグループセラピーを行
う施設もある。この施設での平均的な収容期間は７０日となっている。Patricia Caf-
ferata, Esq., Special Feature: It Takes All Kinds to Administer Justice: The Story of 
the Third Judicial District Court, Circa １９８８–２００５, １４ Nevada Lawyer, ８, ９（２００６）.

 ７８）　A.B. ２０２, ２０１３ Gen. Sess.（Nevada ２０１３）. ２０１４年１０月１日施行予定。
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よう，少年裁判所に請求することができる７９）。少年裁判所は，子どもが申

立てられた非行を争っているときは，聴聞を開いて，子どもが非行を行っ

たと信じるに足る相当の理由（probable cause）の有無を判断しなければな

らない８０）。刑事裁判所への移送の基準は法律上定められていないが，州最

高裁判所の判例により，少年裁判所は，①十分な調査の後，②（ア）本件非

行の罪質および重大性，（イ）非行歴にみる非行傾向及び過去の非行の重大

性，（ウ）年齢，成熟性，性格，特性並びに家族関係及び子どもに対する家

族の指導監督力といった子どもの個人的要素を考慮して，移送が公共の安

全を保護するために必要であると明白かつ説得的に認定できる場合には，

その裁量により，子どもを刑事手続のために成人として適格であるとして

刑事裁判所に移送することとされている８１）。移送請求を受けた少年裁判所

は，十分な調査を行うために保護観察官に調査を命じなければならず，保

護観察官は調査を行い，本件非行，非行歴，子どもの特徴を記載した報告

書を少年裁判所に提出しなければならない８２）。刑事裁判所への移送は理由

を記載した書面によらなければならない８３）。

　イ　推定による移送

　行為時１６歳以上の子どもによる被害者に対する暴力の行使を伴う性犯罪
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 ７９）　NRS ６２B.３９０（１）. 検察官による移送の請求は，非行事実及び非行歴を記載した
書面によらなければならない。その際，子どもの個人的背景及び特徴に関する資
料を添付することができる。In the Matter of Seven Minors, ９９ Nev. at ４４２, ６６４ P. 
２d at ９５６.

 ８０）Id., ９９ Nev. at ４３７, ４４２, ６６４ P.２d at ９５３, ９５６.
 ８１）　②の３つの要素のうち前二者の要素が重視され，（ウ）の要素は，前二者の要
素のみでは移送が認められない場合に考慮される。刑事裁判所への移送を回避す
るためには，少年裁判所における処遇による矯正可能性が認められるのみでは足
りず，精神的傾向，成熟度，情緒的安定，家族の支援並びに心理学的及び社会学
的鑑別により，少年裁判所における管轄の留保が公共の利益及び安全にとって最
善である，と認められなければならない。Id., ９９ Nev. at ４３４–４３５, ４４３, ６６４ P.２d at 
９５２–９５３, ９５７.

 ８２）　報告書は子ども及び保護者にも送付される。Id., ９９ Nev. at ４４２, ６６４ P.２d at 
９５６.

 ８３）　Id., ９９ Nev. at ４４２, ６６４ P.２d at ９５６.



又は銃器の使用を伴う犯罪に当たる事件については，刑事手続のための成

人としての適格性が推定されており，少年裁判所は原則として子どもを刑

事裁判所に移送しなければならない８４）。この推定は，子どもの側が，発達

上若しくは精神上，裁判所の状況及び手続を理解することができないこと，

手続において弁護士を援助することができないこと，又は，薬物に依存し，

若しくは情緒若しくは行為障害を有しており，少年裁判所によりそれらの

問題が適切に処遇され得ることを，明白かつ説得力ある証拠によって証明

したときは覆され，少年裁判所は子どもを刑事裁判所に移送することを許

されない８５）。

⑪　処分決定後の手続

　ア　上訴

　少年裁判所の命令８６）に対して，民事事件におけると同一の方法で最高裁

判所に上訴することができる８７）。

　イ　少年裁判所による処分の変更

　少年裁判所は原則としていつでもその決定を変更または終了させること

ができる８８）。

　ウ　保護観察中の者に対する措置

　少年裁判所は，保護観察に付された子どもが遵守事項に違反したときは，

３０日を超えない期間，その者を子ども収容施設に収容することができる８９）。

　エ　仮退院及び仮退院中の者に対する措置
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 ８４）　NRS ６２B.３９０（２）.
 ８５）　NRS ６２B.３９０（３）. この場合であっても，検察官は，さらに裁量による移送を請
求することができる。In re William S.; Anthony Lee R., A Minor v. State, １１３ Nev. 
１４０６, １４１９ n８, ９５２ P.２d １, ９ n８（１９９７）.

 ８６）　移送を認めない少年裁判所の決定も上訴の対象に含まれ，検察官による上訴
が許される。NRS ６２D.５００.

 ８７）　NRS ６２D.５００（１）. ネバダ州は中間上訴裁判所を持たない２審制を採っている。
 ８８）　NRS ６２E.０２０（１）.
 ８９）　NRS ６２E.７１０（１）. 違反者が１８歳以上のときはカウンティの拘置所に収容する。
NRS ６２E.７１０（２）.
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　子どもが１８歳に達したときは原則として施設から釈放されるが９０），その

前に施設の長が少年仮釈放部の長と協議の上仮退院が子どもの最善の利益

となると判断したときは，子どもを仮退院することができ９１），仮退院後，

子どもは適切な家庭に委託され少年仮釈放部の監督下で教育・職業プログ

ラムに付される９２）。少年仮釈放部の長は，仮退院の遵守事項違反があった

ときは，子どもの仮退院を取り消して施設に戻し収容するよう，少年裁判

所に勧告することができる９３）。

（５）　保護者の責任

　少年裁判所は保護者に手続の費用の負担を命じることができる９４）。また，

子どもの非行又は要監督行為の原因となっている行為の停止９５），子どもの

養育，アルコール若しくは薬物依存，紛争解決スキル等に関するカウンセ

リングへの参加９６），損害賠償９７）又は社会貢献活動９８）等を命じることができ

る。

（６）　少年事件の被害者

　少年事件の被害者には犯罪被害者への補償等を定めたネバダ州法典「第

２１７章　犯罪の被害者への支援（Aid to Certain Victims of Crime）」の規定が
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 ９０）　NRS ６３.７９０（１）. 収容の上限年齢は２０歳であり，子どもが２０歳に達したときは
施設から釈放されなければならない。NRS ６３.７９０（２）. 州立子ども収容施設での収
容期間は概して６ないし９か月である。２０１１/２０１２ BIENNIAL REPORT, supra 
note ４, at ３０.

 ９１）　NRS ６３.７２０（１）.
９２）　NRS ６３.７２０（３）; ６３.７３０（１）.
 ９３）　NRS ６３.７８０. 違反者が１８歳以上のときはカウンティの拘置所に収容する。NRS 
６２E.７１０（２）.

 ９４）　NRS ６２E.３００.
 ９５）　NRS ６２E.２９０（１）.
 ９６）　NRS ６２E.２９０（２）.
 ９７）　NRS ６２E.５５０（１）.
 ９８）　NRS ６２E.１８０（１）.



一般的に適用される。そのほか少年法内にも被害者に関する規定が置かれ

ている。それらによれば，先述の通り，性犯罪や暴力を伴う犯罪の被害者

は，検察官が少年裁判所に申立てを行ったときは，検察官から権利及び処

分結果の通知を請求するための手続等について通知を受ける９９）。少年裁判

所におけるすべての手続は原則として公開されるため，被害者は手続を傍

聴することができ，少年裁判所が手続の全部または一部を非公開とした場

合であっても事件に直接の利害関係を有する者として傍聴を許可され得

る１００）。保護観察官による非公式の監督に付された少年から弁償を受け１０１），

または少年裁判所による損害賠償命令若しくは労働を通じた損害賠償のた

めのプログラム参加命令を通じて少年から賠償を受ける１０２）。検察官に対し

て少年の処分結果についての通知を請求し，通知を受けることができる１０３）。

（７）　少年事件の情報の扱い

①　少年事件の報道

　少年裁判所における手続は先述のとおり原則として全て公開される。そ

のため，報道機関は傍聴によって得られた子どもの氏名等の情報を報道す

ることができる。少年裁判所が子ども若しくは公共の最善の利益のために

手続の一部または全部を非公開とした場合であっても，子どもが重罪に当

たる非行を行ったと申し立てられており過去にも重大な非行歴を有すると

きは，少年裁判所職員から報道機関に対して子どもの氏名及び非行事実が
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 ９９）　NRS ６２C.１２０（１）.
１００）　NRS ６２D.０１０（２）（b）.
１０１）　NRS ６２C.２１０（１）（a）.
１０２）　NRS ６２E.５５０; NRS ６２E.５６０; NRS ６２E.６００. 少年裁判所が子どもに被害者への損
害賠償を命じた場合であっても，被害者は民事訴訟における損害賠償請求権を失
わない。NRS ６２E.６１０.

１０３）　NRS ６２D.４４０（１）. その他，少年裁判所が最終処分の決定を延期する際や処分を
決定する際に，被害者に対する影響や被害者への暴力の行使の有無等が考慮され
る。注４２）及び４３）を参照。
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公表され，報道機関はそれを受けて公表された情報を報道できる１０４）。さら

に，これら以外の場合であっても，報道機関は少年裁判所の書面による命

令を得て子どもの氏名等の情報を報道することを許される１０５）。

②　少年事件記録の開示

　少年事件の記録は少年裁判所の命令により正当な利害関係を有する者に

対して閲覧のために開示される１０６）。また，民事訴訟を提起する者は，少年

裁判所に子どもの氏名の開示を請求することができ，少年裁判所はその者

が民事訴訟において子どもの氏名を誠実に使用することを証明したときは，

その開示を命じて民事訴訟での使用を許可しなければならない１０７）。

③　刑事手続における少年事件記録の扱い

　刑事手続で刑の量定を行う裁判官は少年事件記録を取り調べる権限を有

する１０８）。

（８）　少年の刑事事件

①　刑事事件の手続

　少年の刑事事件の手続は原則として成人のそれと同様である１０９）。
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１０４）　NRS ６２H.０２０（２）.
１０５）　NRS ６２H.０２０（１）.
１０６）　NRS ６２H.０３０（２）. 州最高裁判所は，「正当な利害関係を有する者」の範囲は法
律によって限定されておらず，少年事件記録に正当な利害関係を有するか否かの
判断は少年裁判所の裁量に委ねられていると述べている。Hickey v. Eighth 
Judicial District Court, １０５ Nev. ７２９, ７８２ P.２d １３３６（１９８９）.
　少年事件記録は，本人が２１歳に達したとき原則として自動的に非開示とされる。
NRS ６２H.１４０. 本人又は保護観察官は，２１歳に達する前に少年裁判所による最終事
実認定若しくは少年裁判所への最終送致から３年を経過した後，少年裁判所に記
録を非開示とするよう請求でき，少年裁判所は審理を開いて検察官等の意見を聞
いた後，一定の重大な犯罪について有罪判決歴のないこと及び十分に更生したこ
とを認めることができるときは，少年の記録を非開示とするよう命じなければな
らない。NRS ６２H.１３０.

１０７）　NRS ６２H.０４０.
１０８）　Thomas v. State, ８８ Nev. ３８２, ３８５, ４９８ P.２d １３１４, １３１６（１９７２）.
１０９）　刑事手続の係属中の成人収容施設への収容は禁じられていないが，刑事手続 →



　少年裁判所から刑事裁判所に移送された者は，例外的事情，すなわち少

年裁判所の管轄によらなければ適切に対応できない薬物依存問題又は情緒

障害若しくは行為障害があることの証明に基づいてのみ，少年裁判所への

事件の移送を請求でき，少年裁判所が事件の再移送を受けたときは，例外

的事情が受理の正当な理由となるか否かを判断しなければならない１１０）。

②　刑事処分

　行為時１８歳未満の者に対しては死刑が禁じられており，死刑をもって処

断すべきときは仮釈放のない終身刑を科す１１１）。また，殺人罪以外の罪に関

しては行為時１８歳未満の者に対して仮釈放のない終身刑が禁じられており，

仮釈放のない終身刑をもって処断すべきときは仮釈放の認められる終身刑

を科す１１２）。

　少年法による管轄除外又は少年裁判所による移送を通じて刑事裁判所で

拘禁刑を科された者は，矯正局（Department of Corrections）が管轄する刑

務所等の成人受刑者のための施設に収容される１１３）が，州立子ども収容施設

の長が同意したときはその施設に移送され得る１１４）。
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の対象となった者は，手続係属中の勾留場所を子ども収容施設とするよう，少年
裁判所に請求できる。NRS ６２C.０３０（４）.

１１０）　NRS ６２B.３９０（５）（b）–（c）. 少年法によりあらかじめ少年裁判所の管轄から除外
されて刑事裁判所に起訴された者は少年裁判所への移送の対象ではない。Kell v. 
State, ９６ Nev. ７９１, ６１８ P.２d ３５０（１９８０）.

１１１）　NRS １７６.０２５（１）.
１１２）　NRS １７６.０２５（２）.
１１３）　２００９年の時点で州刑務所に収容されている１８歳未満の人員は１１８人である。
Patrick Griffin, Sean Addie, Benjamin Adams & Kathy Firestine, TRYING JUVE-
NILES AS ADULTS: AN ANALYSIS OF STATE TRANSFER LAWS AND REPORT-
ING（２０１１）, at ２５, available at http://www.ncjrs.gov/pdffiles１/ 
ojjdp/２３２４３４.pdf.

１１４）　NRS ２０９.３０１（１）.
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２　ネバダ州少年司法制度の近時の改革

（１）　合衆国最高裁判所判決の下での少年に対する刑事処分の改革

①　死刑の禁止

　２００５年，合衆国最高裁は，Roper判決において，行為時１８歳未満の者に

対する死刑は合衆国憲法修正８条及び１４条に違反する，と判示した１１５）。

　この判決より前にすでに１８歳未満の者に対する死刑を禁じていた法域も

あったが，ネバダ州は，合衆国最高裁の Thompson対オクラホマ州事件判

決１１６）及び Stanford対ケンタッキー州事件判決１１７）に基づいて行為時１６歳

未満の者に対する死刑を禁じているのみであった１１８）。そのため，Roper判

決を受けて，２００５年，刑事訴訟法（Criminal Procedure Law）を改正して，

死刑の下限年齢を行為時１８歳に引き上げた１１９）。

②　仮釈放のない終身刑の禁止

　２０１０年，合衆国最高裁は，Graham対フロリダ州事件判決において，殺人

罪以外の犯罪で有罪判決を下された少年に対する仮釈放のない終身刑は合

衆国憲法修正８条に違反する，と判示した１２０）。
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１１５）　Roper v. Simmons, ５４３ U.S. ５５１, １２５ S. Ct. １１８３, １６１ L. Ed. ２d １（２００５）.
１１６） Thompson v. Oklahoma, ４８７ U.S. ８１５, １０８ S. Ct. ２６８７, １０１ L. Ed. ２d ７０２
（１９８８）.

１１７）　Stanford v. Kentucky, ４９２ U.S. ３６１, １０９ S. Ct. ２９６９, １０６ L. Ed. ２d ３０６（１９８９）.
１１８）　NRS １７６.０２５（２００３）. Furman対ジョージア州事件（Furman v. Georgia, ４０８ 
U.S. ２３８, ９２ S. Ct. ２７２６, ３３ L. Ed. ２d ３４６（１９７２））における合衆国最高裁による
死刑違憲判決後の全国的な一時的死刑執行停止後に死刑が再開された１９７３年から
２０００年の間にネバダ州で死刑を言い渡された行為時１８歳未満の人員は，３人で
あった。Melissa Sickmund, JUVENILES IN CORRECTIONS（２００４）, at ２３, avail-
able at http:// www.ncjrs.gov/pdffiles１/ojjdp/２０２８８５.pdf.

１１９）　A.B. ６, ２００５ Gen. Sess.（Nevada ２００５）.
１２０）　Graham v. Florida, ５６０ U.S. ４８, １３０ S. Ct. ２０１１, １７６ L. Ed. ２d ８２５（２０１０）. なお，
合衆国最高裁は，２０１２年，Miller 対アラバマ州事件判決（Miller v. Alabama, ５６７ 
U.S. _ _, １３２ S. Ct. ２４５５, １８３ L. Ed. ２d ４０７（２０１２））において，行為時１８歳未満の
者に対する必要的終身刑を違憲と判断したが，ネバダ州では終身刑は裁量的とさ
れていたため，特に法改正や制度の変更は行われていない。



　ネバダ州は殺人罪以外の犯罪（一定の性犯罪等）で有罪判決を下された

行為時１８歳未満の者に仮釈放のない終身刑を認めていた１２１）が，この判決を

受けて，殺人罪以外の犯罪で有罪判決を下された行為時１８歳未満の者に対

する仮釈放のない終身刑を禁じた１２２）。

（２）　州最高裁判所判決の下での推定による移送規定の改正

　かつて，少年法は，行為時１４歳以上の者による一定の性犯罪または銃器

関連犯罪に当たる事件について，刑事裁判所への移送のための適格性を推

定しており，この推定を覆すためには，子どもは，非行が少年裁判所の管

轄を通じて適切に処遇され得る薬物依存又は情緒障害若しくは行為障害に

因ったことを，明白かつ説得的証拠により証明しなければならなかった。

そのため，子どもが成人裁判所への移送を回避するためには非行を行った

ことを認めなければならず，しかもこの非行の承認は後の審理で本人に対

して不利に用いられ得た。この規定に関して，州最高裁は全員一致の意見

で，刑事裁判所への移送のための適格性の「推定を覆すために申立てられ

た非行の承認を少年に要求」し，それによって自己負罪させる規定は，連

邦憲法修正５条の自己負罪拒否特権の保障に反して違憲である，と判示し
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１２１）　NRS ６２B３３０; ２００. ３６６（２００９）. Graham判決当時，ネバダ州は，行為時 １８歳未
満の者に対する仮釈放のない終身刑を認めている４４法域の１つであるとともに，
殺人罪以外の犯罪を理由にその刑罰を認めている３７法域の１つであり，かつ実際
にその刑罰を科された者を施設収容している１１法域の１つであった（人員は５人。
Graham, ５６０ U.S. at ６３, １３０ S. Ct. at ２０２４, １７６ L. ２d at ８３８.）。もっとも，州最高裁
判所は，１９８９年，Naovarath対州事件において，殺人罪を理由とする１３歳の者に
対する仮釈放のない終身刑につき，「希望の否定」であり，「善行及び性格の矯正
が重要ではない」ことを意味し，「将来，上告人の精神及び心理にどのような変
化があろうと，彼が人生の残りの期間を刑務所にとどまることを意味する。これ
は，１３歳の者に科すには真に重い刑罰である」と判示して，州憲法及び合衆国憲
法の残虐な刑罰の禁止に違反する，との判断を下しており（Naovarath v. State, 
１０５ Nev. ５２５, ５２５, ７７９ P.２d ９４４, ９４４（１９８９）.），この判決は Graham判決内で引用
されている。Graham, ５６０ U.S. at ７０, １３０ S. Ct. at ２０２７, １７６ L. ２d at ８４２.

１２２）　A.B. １３４, ２０１１ Gen. Sess.（Nevada ２０１１）.
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た１２３）。この判決に応えて，州議会は，２００９年，子どもが移送の推定を覆す

ためには，少年裁判所の管轄によらなければ適切に対応できない薬物依存

問題又は情緒障害若しくは行為障害を有していることを証明すれば足りる

ように規定を改正した１２４）。

　また，州議会は，推定による移送の下限年齢を１４歳から１６歳に引き上げ

た１２５）。

（３）　少年の鑑別

　かつて，少年法は，少年裁判所は，子どもが薬物犯罪，アルコール関連

犯罪又は薬物若しくはアルコールの影響下での自動車の運転の罪に当たる

行為を行ったと認定しときは，薬物又はアルコール依存の有無を判断する

ために鑑定を命じなければならないと定めていた１２６）。

　２００１年から翌年にかけての司法省によるネバダ州少年訓練センターの調

査を契機に，州議会において少年司法制度について議論がなされ，２００３年，

議会内に制度を調査するための臨時委員会が設置された。臨時委員会によ

る調査の中で，少年司法関係者から，精神医学上の問題を抱える非行少年

が多く，精神医学上の問題は薬物やアルコールの依存とも関係を有するこ

とが明らかにされた。そこで，臨時委員会は，施設に収容された全ての少

年について精神医学及び薬物依存検査の実施を求める法案の提出を勧告し

た１２７）。この勧告に基づいて起草された法案が可決され，２００５年，ネバダ州
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１２３）　In re William M., １２４ Nev. １１５０, １１５２, １９６ P.３d ４５６, ４５７（２００８）.
１２４）　A.B. ２３７, ２００９ Gen. Sess.（Nevada ２００９）.
１２５）　Ibid. ネバダ州は１９９５年の少年法改正により，当時問題となっていたギャング
による犯罪に断固たる措置を取るために，従来１６歳であった移送の下限年齢を１４
歳に引き下げていた。議会提出時の法案は裁量による移送に関しても下限年齢を
１６歳に引き上げることを提案していたが，審議の過程で推定による移送の下限年
齢のみを引き上げることとなった。Nevada Assembly Committee on Judiciary, 
Minutes of March ２０, ２００９.

１２６）　NRS ６２E.６２０（２００４）.
１２７）　Legislative Counsel Bureau, Bulletin No. ０５–６, Study of Juvenile Justice System
（２００５）, at １１–１２, available at http://leg.state.nv.us/Division/Research/ →



は，鑑定対象となる子どもの範囲及び鑑定内容を拡大し，治安官等により

身柄を拘束されて勾留質問を受ける子ども及び少年裁判所によって子ども

収容施設に送致された子どもについても，精神衛生サービスを受ける必要

性の有無及びアルコール又は薬物依存の有無について鑑定を受けさせるこ

ととした１２８）。

（４）　州議会児童福祉及び少年司法委員会（Legislative Committee on 

Child Welfare and Juvenile Justice）

　ネバダ州議会は，２００９年，児童福祉及び少年司法に関する法律を検討し，

議会に立法に関する勧告をなすための児童福祉及び少年司法委員会を設置

した１２９）。委員会は，２０１３年１月，少年裁判所の裁量によって刑事手続のた

めに成人として適格と移送された者の，刑事手続の係属中の子ども収容施

設における勾留，成人として拘禁刑を科された１８歳未満の者の子ども収容

施設における刑の執行，法律により少年裁判所の管轄から除外される子ど

もの年齢の１６歳への引き上げ及び成人として拘禁刑を科された一定の者の

仮釈放許可までの期間の短縮を勧告した１３０）。この勧告に従いいくつかの法

案が第７７回議会に提出され，法律により少年裁判所の管轄から除外される

子どもの年齢の１６歳への引き上げ，少年裁判所の裁量によって刑事手続の

ために成人として適格と移送された者の，刑事手続の係属中の子ども収容

施設における勾留等の改正が行われた１３１）。

山﨑：ネバダ州少年司法制度にみるアメリカ少年司法制度の動向
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Publications/InterimReports/２００５/Bulletin０５-０６.pdf.
１２８）　A.B. ４７, ２００５ Gen. Sess.（Nevada ２００５）.
１２９） NRS ２１８E.７００–７３０.
１３０）　Bulletin No. １３–１５, Legislative Committee on Child Welfare and Juvenile Jus-
tice（２０１３）, at ６, available at http://leg.state.nv.us/Division/Research/ 
Publications/InterimReports/２０１３/Bulletin１３-１５.pdf.

１３１）　A.B. ２０２, ２０１３ Gen. Sess.（Nevada ２０１３）.

→
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お　わ　り　に

　ネバダ州は伝統的とされる少年法の目的を維持しつつも，その解釈にお

いて公共の安全及び社会統制を取り入れ，殺人罪については刑事処分の可

能年齢を８歳とし，行為時１８歳未満の者に対して死刑及び仮釈放のない終

身刑を科すなど，少年非行に対して厳しい措置を取ってきた。また，１９８０

年代から１９９０年代にかけて全国的にみられた，刑事裁判所への移送可能年

齢の引き下げによる移送範囲の拡大や手続の公開といった厳罰化の特徴も

示していた。しかしながら，近年，一方では合衆国最高裁判決の影響によ

り，他方ではそうした合衆国最高裁判決の背景にもあった子どもの成長発

達や能力，心理などに関する諸研究を基盤に，行為時１８歳未満の者に対す

る死刑及び仮釈放のない終身刑の禁止，刑事処分可能年齢の引き上げ，鑑

別範囲の拡大といった，厳罰化からの転換の傾向をみせてきていることが

確認できた。このような動向は，今後の日本の少年司法制度のあり方を検

討する上で参考となると思われる。
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